
 
議
第
三
十
五
号

 

 

　
　
　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

 

　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
提
出

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英　
　

 

 

　
　
　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

す
る
。

　

別
表
第
一
二
十
三
の
項
中
「
大
垣
市
」
の
下
に
「
、
高
山
市
」
を
加
え
、
「
関
ヶ
原
町
」
を
「
関
ケ
原
町
」
に

 

改
め
、
同
表
五
十
の
二
の
項
中
「
土
岐
市
」
の
下
に
「
、
海
津
市
」
を
加
え
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

一　

別
表
第
一
五
十
の
二
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定　

令
和
八
年
四
月
一
日

　

二　

別
表
第
一
二
十
三
の
項
の
改
正
規
定　

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規

 

則
で
定
め
る
日

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
り
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
知

事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
法
令

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
市
の
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当

 

該
行
為
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

新
条
例
の
規
定
に
よ
り
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
施
行
日
前
に
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た

申
請
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
施
行
日
以
後
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為
が
、
新
条
例
の

 

規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
市
の
長
に
対
し
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

  

 

　
　
　

提　

案　

説　

明
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自
然
公
園
法
に
基
づ
く
事
務
処
理
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う

 

と
す
る
。

－50－


